
雇用（採用）証明書
この証明書は、正しい雇用（予定）年月日を把握し、雇用保険の適正な給付を行うため、事業主

の皆様に証明していただくものです。必ず出勤簿、タイムカ ー ド、労働者名簿等の関係書類をご確
認の上、証明してください。

万 一、雇用年月日を事実に相違して記載し、それが不正受給につながる場合は、雇用保険法第
10条の4第2項により失業等給付を受けた者と連帯して返還及び納付していただく場合があります。
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記I⑩ 今回採用された方の採用経路について、以下の項目の該当する項目を0で囲んでください。

ア 安定所の紹介（関連機関含む） ウ 求人広告、新聞折り込み等
イ職業紹介事業者の紹介 工知人、取引先等の紹介

上記記載のとおり相違ないことを証明します。
公共職業安定所長殿

年 月日
所在地
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事業所 事 業主名

電 話 （ ） 

適用事業所番号 □□□□—□□□□□□—□

事業主記入欄は、事業主に電話等により確認させていただくことがありますので、あらかじめご3承ください。



雇用（採用）証明書「⑤雇用（予定）年月日」欄記載にあたっての注意事項

記載にあたっては、 必ず労慟者（正社員はもちろん、 臨時、 バート、 見習い、 試用、 ア

ルバイト等も含みます）として、 いつから在籍しているかを確認してください。

〈注憲1〉

この「雇用（予定）年月日」とは、労働者本人との間で取り決めをされた「在籍となる初日」

をいい、通常は、「最初に出勤する予定の日」や「実際に出勤した日」となりますが、「在籍となる初日」

と最初に出勤する日が異なる場合があるので、 下記例示にこ注意ください。

（例示1)雇用年月日が休祝日に当たる場合

●は会社休業日

1月1日 1月2日 1月3日 1月 4日

雇用日

※ 1月1日が雇用年月日となります。

以降出勤

（例示2)出勤すべき初日に欠勤された場合

1月23日 1月24日

�
 

雇用日（欠勤） 以降出勤

※ 1月23日が雇用年月日となります。

〈注意2〉

「在籍となる初日」には、正社員に限らず、臨時、パー ト、見習い、試用、アルバイト、研修等

で在籍している期問も含みますのでご注意ください。

（例示3)正社員切り替え前に、正社員以外で働いていた場合

6月20日 6月30日 7月1日

雇用日 ‘ 正社員に切替

臨時、 パ ー ト、見習い、試用、 アルバイト、研修等の期間

※ 6月20日が雇用年月日となります。


